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叢

混
合
勘
定
に
闘
す
る
一
考
察

勤
労
所
得
に
封
す
る
課
税

立
享
以
後
長
崎
山
支
那
貿
易
に
就
い
て

租
精
査
指
及
び
粧
費
の
間
際
比
較

設

施

重
農
民
平
祇
の
人
口
論

明
治
一
初
年
に
於
り
る
大
阪
通
商
曾
枇

雑

録

伊
太
利
以
貯
蓄
銀
行
制
皮
改
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介
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仁
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貞
享
以
後
の
長
崎
の
支
那
貿
易
に
就
い
て

(
上
)

矢

野

イ二

ク

Y
プ

プ

エ

町一炉
J
A

一
フ
ン
グ
貿
易
に
闘
し
一
1
、
最
後
の
叫
り
時
別
に
入
っ
た
己
述
べ

τ印
刷
る
耐
尉
一
六
八
五
年

却
も
貞
享
二
年
は
市
法
貨
物
商
資
法
(
叶
目
白
母
国

E
P
Z
)
が
厳
止
さ
れ
、
生
紙
以
外
の
諸
色
は
相
謝
肉
H

氏
、
生

付
制
は
五
ゲ
所
割
符
(
可
山
口
日
仏
0
)

ご
な
h
、
古
う
し
て
御
定
高
両
氏
法
(
ピ
Z
H
E
μ
-
H
H
E
E
E
)
ω
制
定
さ
れ
た
年
で
あ

る
o

こ
れ
は
支
那
貿
易
仁
於
て
も
悶
肢
で
ゐ
っ
て
、
諸
色
的
和
輔
副
市
民

生
総
の
五
ゲ
所
制
純
叫
己
も
か
(
-
四
民

易
額
的
限
定
は
こ
れ
が
始
め

τで
、
買
に
此
の
時
代
的
前
川
り
時
代
吉
胤
別
せ
ら
る
、
重
要
な
鮎
で
あ
る
。

ス
タ
U

F

4

U

F

ヒ
の
逃
吋
て
居
る
如
〈
、
日
本

ω
外
国
貿
易
に
於
て
、
西
暦
一
ム
ハ
入
国
年
に
重
る
ま
で
は
、
貿
易
貨

、、
ユ

物
の
直
段
が
定
め
ら
れ
た
こ
ご
は
み
の
っ
て
も
、
貿
易
額
の
限
定
吉
れ
た
ζ

ど
は
曾
て
な
か
っ
た
の
で
ゐ
る
。

そ
れ
で
支
那
貿
易
に
於
て
も
オ
ラ
y

F
貿
坊
同
様
諸
色
は
相
謝
申
問
責
正
な
っ
た
の
で
ゐ
る
。
相
割
前
真
正
な
れ

ば
、
自
然
諸
凶
商
人
的
競
一
貝
ご
な
h
、
支
那
人
前
一
克
直
段
台
高
慣
に
買
取
り
、
其
の
結
果
金
銭
の
濫
出
己
な
る
こ

ご
は
、
寛
文
十
二
年
市
法
貨
物
尚
一
民
法
制
定
前
に
於
り
る
相
相
割
前
寅
の
経
験
仁
徴
し
て
も
明
か
で
、
そ
れ
だ
か
ら

面向

貞
享
以
後
山
長
崎
由
支
那
民
易
に
就
い
て

!!<1 
4二

段

第
二
十
七
巻

4

、一、
4
/
d
s
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日市

叢

日司

λ 

貞
享
M
後
四
長
崎
の
支
那
珂
易
に
就
い
て

第
二
十
七
魯

ハ
六
四

節
五
蹴

相
制
割
商
貰
は
厳
止
苫
れ
た
の
で
ゐ
る
か
ら
、
貿
易
ど
し
て
は
そ
れ
に
打
支
那
人
に
布
利
己
な
っ
た
詳
で
あ
る
。

砕
同
時
幕
府
は
長
崎
奉
行
的
意
見
に
従
ひ
、
相
割
前
一
覧
り
入
札
に
役
人
を
立
合
は
し
め
、
格
別
的
一
品
耐
闘
争
』
附
す
る

も
の
を
監
腕
せ
し
め
、
競
実
的
弊
を
甚
ど
し
か
ら
ゲ
ら
し
む
る
に
注
意
し
た
こ
ご
は
、
「
崎
陽
群
談
」
仁
、

良
辛
一
五
年
川
口
抑
左
柑
門
在
勤
之
師
、
事
ム
ヰ
周
到
来
松
て
、
巾
法
貨
物
担
停
止
、
糸
は
光
州
川
之
話
糸
制
符
、
什
時
M
灯
油
色
は
相
劉
尚
一
世
に
て
可
巾
付
目
被

仰
下
供
、
共
航
跡
左
耐
山
U
色
々
途
M
V
，
昧
依
拠
、
(
中
時
)
柿
色
州
酎
れ
之
的

t
'川
叫
不
可
品
粧
.
羽
子
制
仕

X
A
北
年
山
・
削
〈
せ
U

引
に
此
供
て
.
川
山

倒
へ
企
組
制
椛
リ
供
出
帆
に
吋
山
山
此
市
中
帳
、
(
中
時
)
諸
色
は
州
制
口
に
て
は
金
保
多
〈
民
間
へ
渡
り
悦
川
、
出
入
日
本
人
相
封
印
入
札
に
引
、
役
人
を

韮
山
L
、
清
椅
川
山
一
山
札
入
候
唱
も
有
之
依
耐
は
、
山
越
穿
川
崎
候
ほ
に
仕
似
て
岬
然
日
巾
上
之
帆
山
出

阪
市
制
門
巾
l
杭
担
り
に
拙
仰
什
幌
、
夫
よ
nリ

入
札
向
班
、
舟
は
五
ゲ
加
制
仲
村
に
相
先
り
候
事

正
抱
え
1
居
る
に
1
知
ら
れ
る
o

n
 

y--プ
U
F
4
u
y

ヒ
は
、

丸
一
プ

y
r
貿
易
に
闘
し
て
、
一
見
方
は
公
り
の
競
斑

、、
ユ

に
依
!
り
官
の
昨
督
下
に
行
は
れ
た

t
辿
べ
て
居
る
が

や
は

h
支
那
貿
易
の
相
劉
入
札
前
資
も
官

ω附
加
料
刊
を
受
け

た
詳
で
ゐ
品
。

然
L
縦
A

ザ
相
割
前
質
的
入
札
仁
格
外
的
古
川
札
を
入
れ
し
め

5
る
一
対
的
官
が
立
曾
っ
た
ど

L
て
も
、
競
買
で
あ
る

以
上
、
碇
段
川
町
騰
設
は
弛
れ

F
る
勢
ひ
で
、
生
紛
が
抑
制
判
被
れ
三
十
品
川
年
中
絶
の
枚
、
再
び
五
ケ
所
制
紛
の
制
度

下
に
泣
か
る
、
に
至
ち
し
も
、
賞
時
日
本
に
於
て
は
外
側
称
は
猶
は
必
要
で
、

こ
れ
を
相
割
前
貨
の
勝
賞
の
趨
勢

に
委
す
る

-
Z」
が
出
来
な
hr
っ
た
潟
め
で
ゐ
る
ピ
考
へ
ら
れ
る
。

市
法
貨
物
商
寅
法
の
時
、
貿
易
ご
し
て
は
支
那
人
に
取
b
利
益
は
少
な
か
っ
た
が
、
総
健
ご
し

τの
利
盆
b
多

崎陽神談第二、商世船出紬阿山陀由~íl"íjj'f*fll より伐 λ 故井正和:大崎之事
Oscar Munstcrberg， Ibid， S. 106. 
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か
ら
し
む
る
局
め
に
多
く
の
貨
物
を
輸
入
し
た
の
で
ゐ
る
か
ら
、
貿
易

t
L
て
支
那
人
に
取
b
利
盆
が
多
り
れ

ば
、
彼
等
は
北
(
り
利
盆
を
舗
が
上
に
も
多
か
ら
し
む
る
潟
め
袋
I
多
〈
の
貨
物
を
輸
入
す
べ
き
は
明
か
で
ゐ
る
。

私
は
こ
れ
が
貞
享
二
年
幕
府
が
諸
色
の
相
掛
貿
易
ι
官
許
し
た
る
筏
に
於
て
年
貿
易
額
を
限
定
す
る
に
一
主
っ
た
理
由

で
な
い
か
ご
考
へ
る
。

ナ
ホ
ッ
ド
は
オ
フ
y
ダ
貿
易
に
闘
し

τ、
西
勝
一
六
人
五
年
に
生
じ
た
貿
易
の
新
版
越
中
、
及
も
重
要
じ

L

て
、
且
つ
曾
枇
に
取
b
t
最
も
有
害
な
h
し
貼
は

一
定
の
年
貿
易
制
が
設
け
ら
れ
、
外
側
人
は
そ
れ
以
上
の
版

貨
を
許
苫
れ

F
る
ζ

ご
に
な
っ
た
こ
ピ
で
、
市
法
貨
物
両
氏
が
股
止
3
れ
、
再
び
英
の
持
波
h
，
貨
物
を
最
高
庇
段

提
供
者
に
版
寅
1
得
る
相
掛
貿
易
己
な
h
た
る
も
、
命
H

刑
の
抱
主
た
る
牲
附
の
赫
市
北
た
る
刺
盆
快
伎
の
些
み
伝
水

池
に
師
せ
し
め
た
る
貿
易
額

ω制
限
に
食
し
て
、
利
盆
す
る
所
抽
出
〈
も
な
く
、
殊
じ
生
紙
仁
謝
し
て
再
び

ρ
y
カ

ド
!
栂
頻
の
制
は
設
け
ら
れ
、

そ
れ
が
支
那
生
紙
に
の
み
適
用
さ
れ

L
初
期
に
も
増
し
て
、
一
見
に
東
京
紙
、

ず
む
戸
線
に
も
泊
用
さ
る
、
二
正
、
な
っ
た
の
で
、

利
盆
は
一
一
般
少
な
く
な
っ
た
己
鴻
べ
て
居
品
。

ゲ
ン
‘
フ
フ
ェ

作
一
か
才
-
フ
γ
グ
貿
易
に
闘
し
て
一
言
っ
て
居
る
如
く
、
西
暦
一
六
八
五
年
相
掛
貿
易
に
依
り
貿
易
Z

し
E
は
利
盆
が
多
い
従
仁
な
っ
て
も
、
貿
易
制
が
限
定
さ
れ
、
総
純
正
し

τ利
盆
は
少
な
く
、

そ
れ
よ
り
は
市
法

貨
物
貿
易
の
時

ω椛
仁
、
貿
易
正
し
て
利
益
は
少
な
(
ピ
も
‘
多
〈
の
貨
物
を
貿
易
す
る
一
二
」
は
、
総
鱒
ご
し
て

諭

議

いi
)[， 

停
二
十
七
位

、-、
I

F
A
r
u
-
J
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一
泊
概
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M
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自面

議

:託。

山
事
以
後
の
長
崎
山
支
那
貿
易
に
就
い
て

第
二
十
じ
杏

、一、司、

J

J

ノ
J
A
F

第
五
蹴

の
利
盆
は
遥
か
に
多
い
誇
で
、

4
4
7

ン
ダ
の
貿
易
は
西
崎
一
六
人
五
年
よ
り
餓
の
時
期
に
入
っ
た
ご
す
れ
ば
、
支

那
貿
易
も
同
様
に
舗
の
時
期
に
入
っ
た
ぜ
言
っ
て
も
よ
レ
静
で
ゐ
る
。

此

ω後
の
長
崎

ω支
那
貿
易
の
歴
史
は
、
貿
易
額

ω制
限
が
大
憾
に
於
て
盆
I
甚
に
し
〈
な
h
、
そ
れ
に
随
つ

て
密
貿
易
は
盆
I
多
〈
な
b
.
密
貿
易
取
締

ω方
法
は
盆
i
肢
を
加
ふ
る
正
一
耳
ふ
峰
山
民
主
百
っ
て
よ
い
慌
な
削
酬
が

ミ

A

V

1

一
プ
片
ペ
ル
ヒ
は
支
那
貿
易
は
二
百
年
間
殆
ん
ど
刊
現
勘
な
〈
同
一
の
以
越
を
品
縦
L
た
伐
に
考
へ

あ
る
。

て
居
る
が
、
貞
享
二
年
印
も
両
脳
一
六
八
五
年
貿
易
相
の
限
定
さ
晶
、
に
至
っ
た
一
て
己
は
、
何
正
言
つ

τも
非
協

な
麗
勤
で
、

二
百
年
倒
的
段
勤
が
な
い
ご
は
彼
の
言
。
過
ぎ
ざ
し
て
、
貞
享
二
年
以
後
の
百
数
十
年
聞
は
確
か
に
同

一
の
日
航
路
を
持
縦
し
た
ご
言
っ
て
も
差
支
へ
が
な
い
か
も
知
れ
ぬ
。

そ
れ
に
貞
享
二
年
以
前
寛
永
十
二
年
に
捌
る
約
五
十
年
間
は
、
支
那
に
於
て
は
恰
が
も
明
治
り
交
代
期
に
際

し
、
長
崎
に
渡
来
せ
る
支
郎
般
の
大
崎
分
は
、
鄭
氏
の
時
四
A
T
下
に
立
っ
た
の
に
到
し
E
、
点
事
二
年
以
後
の
支
那

波
来
舶
は
治
相
引
の
支
配
下
に
立
っ
た
の
で
ゐ
る
か
ら
、
共
の
貼
か
ら
言
っ
て
も
貞
享
二
年
を
以
て
支
那
貿
易
り
歴

史
の
時
期
を
劃
す
る
こ
ご
は
、
賞
を
得
た
る
も
の
、
.
様
に
考
へ
ら
れ
る
。
然
し
さ
う
す
れ
ば
貞
享
二
年
以
後
の
時

期
は
百
数
十
年
間
を
包
合
す
る
こ

Z
に
な

h
、
少
し
〈
長
き
に
失
す
る
娩
ひ
あ
る
を
兎
れ
な
ド
。

此
の
期
間
仁
は
正
徳
五
年
即
も
西
瞬
間
一
七
一
五
年
長
崎
の
貿
易
仁
闘
し
新
例
の
制
定
正
一
五
ふ
様
な
重
大
な
事
件

が
起
っ
て
居
る
o

貞
享
二
年
以
後
総
説
し
た
る
貿
易
制
限
の
過
程
に
於
け
る
一
法
制
ど
言
へ
ば
言
は
れ
ぬ
ニ
正
も

Oscm-Mi.insterberg， lbiJ， S. 180. ι) 



な
い
が
、
之
に
依
っ
て
制
限
の
規
制
が
大
に
整
似
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
ま
で
の
三
十
年
間
を
貿
易
制
限
的

必
要
か
ら
秘
々
の
制
限
方
法
が
試
み
ら
れ
た
襲
勤
時
期
ご
し
て
、
此
の
後
の
時
期
吉
区
別
3
れ
凶
こ
ご
も
な
い
。

割
払
は
寛
永
点
享
時
代
を
第
二
時
期
ご
稗

L
た
る
に
釣
し

τ、
此
の
時
期
ey
第
三
時
期
£
稀
す
る
は
便
宜
で
な
い
い
か

z考
へ
る
。

グ

V

プ
フ
ェ
作
は
西
暦
一
六
九
二
年
(
一
冗
蔽
五
年
)
日
本
を
引
上
げ
て
居
る
か
ら
、
正
徳
五
年

ω新
例
仁
依
う
で

外
側
貿
易
の
上
に
加
へ
ら
れ
た
二
周
厳
重
な
制
限
は
こ
れ
を
知
る
に
及
ば
な
か
っ
た
認
で
あ
る
。
対
し
織
の
時
期

は
共
的
貿
易
が
故
も
厳
重
な
制
限
を
受
け
た
時
期
を
お
稀
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

正
徳
以
後
の
時
期
-
』
そ
は

繊
の
時
期
で
.
点
享
正
徳
間
の
時
期
は
間
半
仁
其
り
準
備
時
期
た
る
仁
外
な
ら
な
い
v
。

貞
享
二
年
支
那
般

ω貿
易
年
師
酬
が
そ
の
積
載
貨
物
責
直
段
銀
六
千
賀
町
に
限
定
さ
れ
し
こ
ご
は
、
長
崎
党
主
日
、

崎
陽
群
談
等
長
崎
闘
係
的
一
説
記
叫
酬
を
始
的
v

、
鍋
尻
等
に
も
見
え
、

長
崎
覚
書
に
は
、

ゲ

V

プ
プ
品

Y

も
・
』
れ
を
記
し

τ居
る
。

良
平
二
乙
引
年
、
故
制
的
叫
制
脚
一
ん
あ
っ
て
、
山
崎
八
十
五
般
入
沖
、
内
七
十
三
般
市
賀
、
十
二
般
積
良

L
被
押
刊
、
世
年
よ
リ
州
到
尚
ぃ
叫
蝕
仰
付
、

鉱
山
一
八
川
六
千
副
首
目
に
制
定
、
出
船
春
夏
秋
続
-
品
に
臨
ピ
削
件
前
貰

吉
見
え
、
崎
陽
群
談
に
貞
享
一
克
年
市
法
貨
物
商
貰
停
止
の
こ
さ
を
述
て

前

最

第
百
競

五

第
二
十
七
巻

一
ハ
六
七

ム
此
』
一
吾
川
後
白
長
崎
の
支
那
式
易
に
就
い
て

祖航一見巻一五九、長崎1&異聞週間総括部二十二与耐rム
崎陽市技第二、)fj¥量船. }古船、阿耐陀船l荷主主'*山より段々自主市幌六時之ミ'11

6) 

7) 



5両

苛主

白
卒
以
後
自
民
時
白
支
那
貿
易
に
就
V

て

五

第
二
十
士
容

、、司、
k

j
J
F
F
 

第
百
批

t 

事堂
F三日I句

E量
t~骨叫豆
児♀
に貰

も日
、"

被
桝i
A. 
帳i
旨
lU. 

喜
被
vo 
削
拡L

"" 々

貞
享
二
乙
品
川
年
秋
、
躍
す
を
下

L
、
清
伺
諸
川
由
船
へ
白
組
六
千
叶
H
目
、
紅
夷
船
へ
三
千
賀
目
、
通
計
丸
千
賀
目
白
井
は
、
請
也
氏
取
ま
し
き
土
し

一
ん
め
さ
せ
紛
ミ泌

航
一
践
に
児
ゆ
る
貞
享
二
年
八
月
府
船
十
議
よ
ち
五
十
一
番
納
迄
之
町
出
入
共
願
書
和
解
に
は

ピ
見
え
、

前
年
私
共
向
市
民
之
儀
、
惣
官
民
同
銀
六
千
賀
目
を
限
り
に
被
伐
仰
付
、
北
ハ

t
之
荷
物
は
御
積
揺
し
世
俗
成
之
川
、
今
度
治
家
御
語
、
削
れ
も
之
も
心
と

も
と
キ
提
供

z逃
ぺ
て
あ
る
。

の
日
本10)

!l!.. 

は

ゲ

y
.
7
7

品

幕
府
は
オ
ラ
シ
ダ
由
貿
易
額
を
一
年
銚
一
一
一
十
前
向
陶
、
=
一
可
制
に
限
定
し
た
る
酉
盾
一
六

λ
五
年
に
於
て
、
支
那
の
苅
晶
翻
も
六
十
両
一
山
(
十
年
一
隔
て

オ
一
フ
ン

r
o計
持
法
ず
、
金
二
十
一
「
}
ν

」
即
ち
二
百
十
山
ギ
ル
ダ
ー
(
約
二
十
両
骨
「
ポ
ン
ド
』
に
限
定

L
、
そ
れ
よ
リ
以
上
自
貨
物
を
版
賀
す
ペ

か
ら
ざ
る
こ
と
を
・
4
b
b
t姐
官
と
考
ふ
る
に
主
っ
た

ぜ
述
べ
て
あ
る
。

嘗
時
船
敷
も
限
定
吉
れ
た
ご
云
ム
こ
ご
は
崎
陽
群
談
、
通
航
一
覧
に
見
え
、

ケ

y
.
7
7
ェ
庁
、

V
1
r
v
ド
コ

コ

J

E

も
崎 記
陽lりし
持 て
言免 ゐ
にる
、 力安

こ
れ
は
信
岱
ら
れ
な
い
。

出
船
蜘
之
融
、
貞
享
二
年
よ
り
七
拾
般
に
被
抑
止
、
持
後
追
制
定
一
向
威
千
賀
目
之
肉
質
被
差
兎
帳
附
拾
般
相
晴
夫
よ
り
年
々
λ
拾
般
A

J

L

に
て
肉
質

血航-ii1fー亙八、長崎地虫閥副間賠括部二十一。耐'iiJ;
担航一見書ー五九、長崎地!a同温尚櫨括部三十三C繭;1，
E.ngelbert K孔empfer.History of Japan. vol. 11. p. 35r. 
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仕
来
り
一
耳
々

ご
鬼
え
・
通
航
一
覧
に
、

は
じ
め
出
舶
の
尚
質
向
及
び
川
船
艦
等
白
定
限
な
か
り

L
M
m
、
員
事
二
乙
丑
年
、

一
歳
白
融
制
六
千
賀
目
、
軸
醐
ヒ
十
柚
世
に
定
的
ら
札
、
傾
川
什
の
舵

集
積
目
出
向
。
坦
定
あ
り

ケ

y
J
h一フ品

W

は
、
支
那
の
貿
易
額
が
銀
六
十
高
闘
に
限
定
色
れ
し
西
暦
一
六
人
五
年
に
、
そ
れ

t
見
え
、

六
十
両
副
)

に
相
官
す
べ
き
寅
上
見
込
一
品
の
貨
物
を
高
々
七
十
雌

ωジ
ヤ
ン
グ
般
で
積
渡
る
べ
き
こ
ピ
を
命
A
r

ら

れ
た
ど
一
一
員
っ
て
、
賞
昨
日
本
は
此
の
七
十
胸
骨
支
那
の
各
地
及
び
支
那
人

ω住
せ
る
南
洋
各
地
に
釧
付
り
た
こ
ど

v
l
ず

W

ド
も
尚
州
側
日
品
川
り
政
離
が
両
方
議
省
仁
際
援
す
る
に
及
び
、
日
本
政
泊
は
こ
の
岡
正

を
遁
ぺ
て
居
る
。

の
通
商
貿
易
を
限
定
せ
ん
Z
欲
し
、
伐
に
両
暦
一
六
人
五
年
に
於
て
入
法
許
可
の
ジ
ヤ
ジ
ク
船
内
一
放
を
七
十
般
に

限
定
し
、
共
の
積
載
貨
物
は
抽
時
計
銀
六
十
高
川
に
超
ゆ
ぺ
炉
ら
、
さ
る
こ
ざ
ご
定
め
た
こ
ご
を
遮
べ
て
盾
4
0
0

然
し

仙
川
放
を
限
定
し
た
一
」
ご
は
、
後
に
地
ぷ
る
知

F
¥
一
克
誠
元
年
即
ち
困
層
一
六
八
八
年
後
の
こ
ど
で
あ
る
こ
ご
は
明

か
で
あ
っ
て
、

こ
れ
は
た
ま

y
k崎
陽
群
談
、

b
y

の
記
事
も
必
中
し
も
精
確
な
ら
争
、

一
々
信
A
Y
る

ケ

Y
プ

プ

品

マ
』
ご
の
出
来
な
い
流
出
陣
ご
な
る
も
の
で
あ
る
。

嘗
時
何
故
に
船
欽
を
制
限
し
な
か
っ
た
か
。
骨
同
時
幕
府
の
目
的
は
金
銀
の
輪
山
を
制
限
す
る
に
あ
っ
た
の
で
あ

る
か
ら
、
貿
易
傾
営
限
定
吉
へ
す
れ
ば
よ
い
わ
り
で
、

こ
れ
を
積
載
す
る
附
欽
は
何
般
で
も
.
差
支
へ
が
な
い
た

論

議

第
二
十
七
番

五

ハ
大
九

第
五
位

良
平
以
後
由
民
崎

2
1那
児
島
に
就
い
て

生乱

涌航ー躍佐九ブL 同 t
Engelbert Kaempfer， Ibid， vol. IL p. 251 
Ph. Fr. von Siehold， Nippon， 3 Brl.， S. d!;. 

12) 

13) 
11) 



論

離

五
匹l

点
字
叫
後
山
長
崎
の
支
那
民
易
に
就
い
て

第
一
一
十
七
巻

第
五
凱

ハ
七

O

め
で
な
か
っ
た
か

O
L
か
し
貿
易
額
が
限
定
さ
れ
て
も
‘
航
数
が
限
定
吉
れ
な
り
れ
ば
、
何
般
で
限
定
的
貿
易
額

に
達
す
る
か
分
か
ら
泊
か
色
、
自
然
来
航
の
一
般
数
は
多
(
な
h
.
随
っ
て
積
一
民
を
命
也
ら
る
べ
き
航
数
は
多
く
な

り
、
密
貿
易
の
機
品
目
は
盆
t
多
〈
な
る
こ
ご
は
怨
像
せ
ら
る
る
こ
主
で
あ
る
が
、
蛍
時
未
ピ
こ
れ
に
考
へ
及
ぶ
も

の
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

四

貞
享
二
年
才
一
ア
ン
ダ
の
年
貿
易
額
が
銀
三
千
質
問
仁
限
定
さ
れ
し
に
針

L
て
、
支
那
の
貿
易
印
刷
は
銀
六
千
賀
日

削
も
オ
ラ
ン
M
F

の
二
倍
に
限
定
3
れ
し
ニ
ご
に
就
い
て
は
、
悶
岡
常
時
の
府
民
際
貿
易
商
に
肱
じ
た
も
ー
の
で
あ
る
正

一
五
ム
ニ
ピ
は
ナ
ホ
ッ
ド

ω
説
で
、
彼
は
西
暦
一
ム
ハ
八
五
年
に
限
定
さ
れ
た
外
岡
人

ω↑
年
貿
易
額
九
十
時

Mω
小、

三
分
の
ニ
(
三
百
十
荷
グ
F

Jプ

y
?
)
は
支
那
人
に
、
獲
ム
リ
三
分
の
一
印
ち
銀
三
十
諸
制
(
百
五
高
グ
片
デ
y
)
は
ヨ

Y
パ
ニ
ヤ
に
蹄
す
る
司
」
ご
に
な
っ
た
が
、
此
の
比
例
は
殆
ん
Y
」
嘗
附
り
M
H
情
に
合
致
l
、
阪
に
数
年
以
来
支
那
人

の
総
入
荷
は
正
に
オ
ラ
ン
ダ
人
の
輸
入
高
に
二
倍
し
て
居
た
の
で
あ
る
芭
述
べ

τ居
る
o

長
崎
根
一
冗
記
に
市
法
貨
物
商
貿
十
二
年
間
に
於
け
品
オ
ラ
ン
ダ
人
支
那
人
の
持
波
銀
ご
し
て
、

一
、
銀
三
高
六
千
五
十
七
貫
入
百
八
十
匁
税

阿
蘭
陀
方

右
十
二
年
に
卒
均
一
ヶ
年
分
=
一
千
四
貰
八
百
二
十
三
匁
程

一
、
銀
七
世
間
千
四
百
二
十
四
賞
五
百
三
十
匁
程

府
人
方

Oskar Nachod. Ibid. S5. 389， 3目。

長崎恨元起大、七市法+二年之 I町阿向陀1M人持政叙之~
15) 

16) 



右
十
二
年
平
均
一
ゲ
年
分
五
千
九
百
五
十
二
貫
四
十
阿
匁
程

の
数
を
嗣
帯
げ
て
腐
る
ο

此
の
持
渡
銀
は
私
し
貿
易
問
舶
を
意
味
す
る
も
の
ご
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ナ
ホ
ッ
ド
の
一
言
っ
て

居
る
如
(
、

オ
ラ
ン
ダ
の
職
入
高
は
比
例
に
於
て
の
み
な
ら
中
、
自
際
に
於
て
も
支
那
の
総
入
高
に
殆

A
X
一一筋

し
て
居
る
こ
正
に
な

h
・
貞
享
二
年
の
貿
易
額
限
定
は
、
事
貨
に
於
1
貿
易
額
を
限
定
し
た
こ
正
に
は
な
ら
な
い

わ
け
で
あ
る
。

、、
コL

Y
1
7
u
y
ベ
市
川
ピ
仁
両
府

古
川
二
年
乃
至
一
八
五
問
年
日
本
に
於
け
る
貿
易
版
白
紙
陥
商

ω
表
を
製
げ

て
あ
る
が
、

そ
れ
に
憐
る
さ
、
西
暦
一
六
三
人
年
乃
至
一
六
七
二
年
間
的
も
克
永
十
五
年
よ
り
湖
っ
て
克
文
十
二

年
ま
で
の
版
貨
高
は
、

オ
ラ
y
d
p

人
五
百
高
銀
7

F

ク
、
支
那
人
貸
千
部
川
蹴
マ

W

ク
で
あ
h
、
市
法
貨
物
商
資
法

の
始
ま
っ
た
西
暦
一
ム
ハ
七
二
年
卸
も
寛
文
十
二
年
の
版
賀
高
は
支
那
人
は
分
か
ら
な
い
が
、

1

7
ン
ダ
人
は
五
百

三
十
高
銀
7

ル
ク
、
西
暦
一
六
七
三
年
乃
至
一
六
八
三
年
即
も
延
資
元
年
よ
り
天
和
三
年
ま
で
市
法
貨
物
市
阿
武
十

一
年
間

ω版
寅
高
は
や
は
h
支
那
人
は
分
h
p

ら
な
い
が
、

士

-7
ン
ダ
人
は
三
百
官
内
相
叫
7

F

夕
、
両
脈
一
六
人
四
年

却
も
貞
享
元
年
の
版
寅
高
は
オ
フ

y
r
人
五
町
高
級
T

U

F

グ
で
ゐ
る
。
六
十
二
銀
7

U

F

ク
は
録
一
向
日
に
相
蛍
す
る

か
ら
、

こ
れ
を
換
算
す
る
ご
、
寛
永
十
五
年
か
ら
寛
文
十
二
年
ま
で
の
オ
ラ
ン
ダ
人
年
版
貞
高
は
、

八
千
六
十
四

貫
目
伶
、
支
那
人
年
版
貞
一
品
は
約
一
高
六
千
百
二
十
九
質
問
、
寛
文
十
一
一
年
の
オ
ラ
ン
ダ
人
服
民
高
は
入
千
七
百

十
貰
目
、
延
賞
一
克
年
か
ら
天
和
三
年
ま
で
の
え
一
フ
Y

ダ
人
年
版
民
方
は
四
千
八
百
三
十
九
貫
目
、
点
享
元
年
の
オ
・
町

笛

司監

第
二
十
七
を

J、
七

品

W
E帥
碑

E 
"jJ-

貞
享
以
後
町
長
崎
山
支
那
民
日
却
に
就
V

て

TabelJe uber die w~hl' s~:heinliche Hohe der Handelsumsatze in Japan in 
t1en J.1.h同 nr 542-I8S4.-uscar l'.JunsterbeL'g， lbid， S. 302 



;直

根一

第
二
十
七
番

五
六

貞
享
院
後
。
長
崎
山
支
那
貿
易
に
就
い
て

六
ヒ

第
五
披

一フ
Y

M

M

人
の
販
ぃ
時
吉
岡
は
入
千
六
十
四
貫
目
伶
Z
な
る
。

「
通
航
一
札
」
に
、
「
安
永
八
己
亥
年
(
画
一
腕
一
七
七
九
年
)
五
月
・

阿
附
附
陀
通
詞
日
付
西
古
太
夫
書
上
」
を
採
録
し

て
ゐ
る
が
、

そ
れ
に
は
オ
ラ

y

F
般
の
牛
士
以
内
を
細
記
し
て
ゐ
る
。
寛
文
ト
二
年
の
資
高
は
金
十
四
誠
九
千
四

百
二
十
六
繭
除
、
延
背
元
年
か
ら
天
和
三
年
ま
で
十
一
年
間
的
資
高
総
計
金
九
十
九
誠
九
千
八
百
九
十
三
雨
、
銀

百
三
h
畑
、
平
均
年
良
市
以
金
九
出
入
百
九
十
九
州
・
鋭
九
匁
一
ニ
分
六
凪
良
事
一
冗
年
の
資
高
は
金
十
二
世
尚
二
千
百

五
十
六
雨
、
銀
十
三
匁
六
分
五
屈
で
、
山
阿
川
陶
群
談
に
操
る
正
、
覚
文
四
年
金
銭
世
上

ω相
場
は
五
十
六
七
匁
一
一
則

替
な
れ
リ
[
に
、

1
7
y
グ
に
は
六
十
人
匁
一
一
間
替
に
て
金
を
渡
す
こ
己
、
な
し
た
る
も
、
寛
文
人
年
ま
で
は
五
十

六
匁
篠
に
て
渡
し
k
z
一
五
ム
ニ
ピ
で
ゐ
ち
、
長
此
記
に
採
る
ご
、
寛
文
十
年
に
も
一
雨
五
十
八
匁
替
に
て
金
を
渡

し
た
ご
云
ふ
こ
正
で
ゐ
h
ノ
、
足
首
一
元
年
が
ら
天
和
三
年
ま
で
は
、
ド
と
れ
程
の
相
場
で
渡
し
た
が
明
が
で
な
い
が
、

限
h
に
-
t
1八
匁
叫
官
記
す
れ
ば
寛
文
十
二
年
的
資
高
は
銀
入
千
六
百
六
十
七
貫
目
‘
延
貸
元
年
よ
hJ
天
和
三
年
ま

で
の
年
賀
高
は
五
千
二
百
七
十
二
賞
円
ぜ
な
る
勘
定
で
、
貞
享
元
年
に
は
六
十
八
匁
替
に
て
渡
し
て
居
る
こ
Z
は

明
か
で
あ
る
か
ら
、
北
(
の
寅
高
は
八
千
二
百
九
十
六
貫
目
品
開
ご
な

h
、
大
鐘
に
於
て
ミ
ュ

Y

1

一7
Y

ぺ

Y

ヒ
の
表

に
見
え
た
る
販
貰
高
Z
甚
だ
し
き
淫
底
は
な
い
。

支
那
般
り
年
版
由
貿
高
に
就
い
て
は
、
覚
文
十
二
年
以
前
山
分
は
泌
航
」
覧
に
見
え
、
寛
文
十
二
年
の
底
納
阿
十

三
艇
の
買
高
は
銃
一
高
五
千
俄
民
日
正
見
え
て
居
る
も
、
延
資
一
克
年
以
後
の
H
T
は
通
航
一
覧
に
も
見
え
宇
・
底
辺

通航ー覧巻百プ三十一、長崎地w倒，曲尚紬括部。尚すよ

峠ltJ出品鉱山、阿i萌陀Lfi.jW段 k羽I<l¥:り佐北部之ユ'jt

副杭ー比谷百六 l一、い1上

辺杭一賢官百六十、同上

18) 
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20) 
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事
曾
所
目
録
も
此
の
賞
時

ω部
分
は
闘
け
て
居
る
た
め
遺
蛾
な
が
ら
分
か
ら
な
い
が
、

オ
ラ
ン
ダ
の
年
版
賀
高
ご

支
那
の
年
収
資
雨
的
比
例

ω
一
謝
二
に
な
っ
て
居
る
こ
ご
は
疑
ひ
が
な
い
様
で
あ
る
か
ら
、
師
抽
出
H

元
年
か
ら
天
和

三
年
ま
で
の
支
那
般
の
版
貴
方
は
巡
ら
く
常
高
斑
目
、
貞
享
元
年
の
版
貨
高
は
一
高
五
J

ハ
千
貰
悶
ご
見
倣
し
て
も

非
什
巾
な
拠
算
で
あ
る
ま
い
か
ご
考
へ
ら
れ
る
o

苫
う
す
る
さ
、
点
享
二
年
に
オ
ラ
ン
ダ
の
貿
易
一
酬
は
四
五
千
貰
目
乃
至
八
千
賀
旧
か
ら
三
千
民
日
に
裁
減
さ

れ
、
支
那

ω貿
易
制
は
一
部
N
M
乃
至
工
品
五
六
千
賀
よ
り
六
千
賞
目
に
裁
減
コ
れ
た
わ
け
で
、

比
例
に
於
て
は
迷

び
は
な
い
が
、
裁
械
苫
れ
た
分
拾
か
ら
言
へ
ば
、
支
那
の
方
は
才
ラ
ン
ダ
の
方
よ
b
遥
か
に
多
い
の
で
あ
る
。
そ

れ
に
嘗
川
清
朝
は
沓
鴻
を
平
定
し
て
大
仁
科
叫
柏
市
を
聞
い
た
時
で
、
日
本
般
の
支
那
に
古
都
品
こ
之
は
禁
じ
た
が
、
支

那
仰
の
銅
採
燃
の
絡
め
日
本
に
赴
〈
ニ
ご
は
寧
ろ
奨
糊
し
た
時
で
、
長
崎
関
係
の
諸
記
録
に
依
っ
て
も
・
貞
享
一
一

年
hr
ら
支
那
舵

ω渡
来
隻
放
は
急
「
い
増
加
し
て
居
る
か
ら
、
増
加

ω勢
ひ
を
折
か
れ
た
鮎
に
於
て
、
良
一
字
二
年
の

貿
易
額
限
定
に
依
り
、
支
加
の
方
は
才
-
フ
ン
グ
よ
り
訂
撃
を
受
げ
た
程
度
は
一
層
深
刻
で
あ
っ
た
で
な
レ
か
ご
考

へ
ら
れ
る
。

軍

貞
享
二
年
の
貿
易
・
禰
限
定
は
強
告
な
〈
突
然
に
後
布
さ
れ
た
ピ
考
へ
ら
晶
、
こ
ご
は
、
ゲ
ン
プ
プ
エ
ル
に
、
ォ
ラ

ン
ダ
加
が
西
脳
一
六
入
五
年
秋
貨
物
を
満
誠
L
て
入
港
L
化
時
ま
で
は
、

，
』
の
新
規
定
仁
就
い
て
何
等
の
沙
汰
も

論

議

第
二
十

t
谷

五
じ

ぃ

H
亭
以
怯
白
長
崎
心
支
那
民
易
に
就
い
て

ハ
七

第
五
掛
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品市

議

第
二
十
」
ず
を

ヲi
i¥ 

点
卒
以
後
山
長
崎
の
支
那
珂
易
に
就
い
て

六
七
四

部
五
班

受
付
な
か
う
た

ω
で
、
彼
等
が
新
た
に
黄
金

ω山
を
期
待
し
、
叉
最
も
多
幸
な
b
し
第
一
貿
易
時
期

ω再
現
を
見

る
べ
き
些
一
み
を
抱
吉
し
も
無
理
な
ら
ね
こ
ピ
で
あ
っ
た
か
ら

安
着

ω喜
び
は
一
府
大
で
あ
っ
た
が
、
山
崎
か
に
荷

役
に
若
手

L
、
一
般
の
積
荷
を
揚
陸
し
た
ば
か

h
の
時
に
、

オ
ラ
ン
ダ
人
及
び
支
部
人
の
新
た
に
快
復
す
る
を
得

た
る
自
由
は
制
限
さ
れ
、
貿
易
'
傾
は
限
定
さ
れ
、

そ
れ
以
上

ω販
貞
は
許
さ
れ
な
い
w

ピ
云
ふ
幕
府

ω命
令
が
俄
か

オ一フ〕
r
r一
人
の
悲
し
み
は
鵬
首
ム
ペ
(
も
な
か
ウ
た
さ
育
つ

τあ
る
か
ら
で
あ
る

G

に
侍
述
せ
ら
れ
た
の
で
、

ナ
川
ッ
ド
は
フ
ァ
ン
・
ダ
ム
記
録
仁
球
ム
リ
、
新
朕
般
の
下
に
於
て
最
初
一
年
の
貿
易
は
如
何
で
あ
っ
た
が
ご
云
ふ

J 、.
1‘ 

バ
ク
グ
イ
ア
で
は
西
版
一
六
八
五
年
貿
必
舶
の
出
帆
賞
時
ま
で
は
、
猶
ほ
市
法
貨
物
山
間
資
法

ω成
止
吾
れ
し

こ
ピ
は
分
か
ら
す
、
又
(
オ
ラ
ン
ダ
人

ω愁
訴
に
封
す
右
)
約
束

ω決
答
も
久
し
〈
来
な
か
っ
た
の
に
業
を
議
や

日
本
仕
向
貨
物
を
忠
ひ
き
り
裁
減
し
、
前
年
皮
よ
り
は
四
十
俄
市
内
グ
ペ
テ
ン
の
徐
も
少
な
〈
、
全
世
で
阿
高

グ
ペ
テ
Y
い
い
な
ら
な
い
税
に
し
た
の
に
も
拘
は
ら
守
、
新
規
定
に
而
し
て
其
の
巾
六
十
一
高
四
千
グ
土
ア
ン
程
の

貨
物
も
次
年
度
の
版
資
分
ご
し
て
獲
し
‘

コ
Y

パ
-
一
ヤ
の
倉
庫
に
於
て
絡
貿
易
を
防
や
銭
的
け
本
官
窓
の
封
印
の

下
に
保
管
し
な
げ
れ
ば
な
ら
両
こ
正
に
な
っ
た
、
此
の
保
管
貨
物
の
中
に
は
ペ
ン
ガ
戸
線
六
百
九
十
九
、
紡
績
撚

総

(
2
0百円
I
E
E
)
の
一
部
も
あ
っ
た

Z
過
ぺ
て
居
る
。
市
川
出
貨
物
尚
武
法
の
厳
止
す
ら
も
知
ら
な
か
っ
に

ω
で

あ
る
か
ら
、
貿
易
帽
制
限
定
の
新
規
定
は
い
か
に
彼
等
に
取
っ

τ突
然
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
か
ο

『
事
九
麗
態
」

ω貞
享
二
年
八
月
十
番
よ
h
五
十
一
番
舶
迄
之
唐
人
共
願
書
和
解
に
、

Oslmr Nachocl， Ibid， S・N7.-Ivlanllskriptvan Dam. S. 375 
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首
年
私
共
商
貰
之
儀
、
惣
翼
高
銀
六
千

H
目
を
限
り
に
披
幼
仰
付
、
共
上
之
荷
物
は
御
筑
逗

L
被
活
成
之
山
、
今
度
来
家
制
語
、
何
れ
也
之
も
申
と

も
山
中
川
河
艇
、
鈴
共
、
私
と
も
今
度
之
悦
例
年
心
こ
ー
と
く
に
キ
存
、
具
闘
に
で
他
悩
ま
て
行
、
利
刊
を
叫
巾
た
め
、
柿
砂
川

L
、
柑
抑
制
調
、
積
波
山
・

候
所
に
、
不
慮
に
新
畑
之
仰
志
ル
北
中
間
端
、
行
山
ゆ
十
方
b
c
l
A
F
中
航
、
部
仕
出
船
之
曲
岡
山
町
K
T
仰
市
地
但
省
出
刊
、
荷
物
等
陸
、
日
上
山
叩
候
同
て
之
後
、

H
T
辿
附
之
怯
川
北
ハ
外
帆
制
泊
兵
E
て
を
.
何
年
口
口
帆
に
て
刷
出
依
に
よ
り
、
技
出
之
氏
々
に
山
叶

4
L
不
巾
似
て
は
、
不
川
成
も
の
に
で
伽
出
供
、

此
m
H
U
悦
地
の
も
の
も
普
〈
存
巾
悦

ι制
庇
怖
、
執
る
川
に
ん
品
年
之
前
は
、
肉
質
之
組
一
叫
制
定
被
品
供
内

春
船
よ
り
三
千

H
U
担
は
持
拡
申
候
作

は
、
且
船
北
之
此
州
州
出
削
〈
円
千

H
H
H之
耐
に
て
御
雌
松
川
山
、
比
内
に
t
y
?
同
刷
出
航
、
先
船
之
分
は
大
方
付
加
山
山
叩
供
も
刷
出
航
、
或
は
半
分
、

亦
は
一
一
一
分
一
仰
向
臼
付
依
偽
御
雌
供
、
此
分
之
ぽ
臥
ニ
千
二
一
二
百
旧
日
位
制
服
悦
へ
は
、
跡
船
之
も
の
H
A
悦
は
、
柵
H
A
{
E
吋
中
筈
之
削
叫
」
山
内
ヒ
百
円
H

H

除

ι
て
御
出
航
、
此
分
之
備
に
て
は
、
跡
船
之
分
は
船
止
修
山
之
儀
は
不
中
止
、
御
品
川
地
神
間
中
山
雑
川
苦
も
制
御
時
候
も
の
叶
ハ
各
御
崎
候
、
時
に

私
共
之
内
、
十
傑
般
之
船
は
・
副
煙
、
五
品
、
ド
戸
へ
郡
部
刊
-
-
小
船
に
て
御
山
川
地
へ
御
引
法
悩
治
航
ド
よ
り
、
此
引
船
之
賃
制
雌
年
も

多
〈
山
し
中
山
凶
に
刷
出
候
へ
位
、
舶
之
修
町
一
年
可
山
山
田
は
不
北
巾
上
、
右
之
雑
川
泌
を
も

mし
可
申
倫
、
不
罷
此
者
井
多
〈
御
匝
飢
、
へ
中
川
附
)
然
は

私
共
同
抽
、
惣
而
誕
闘
よ
ゆ
持
波
巾
供
柑
物
計
に
て
は
、
利
川
本
尚
之
川
叫
に
仰
臨
般
へ
は
、
仰
引
地
上
n
リ
買
附
ゅ
中
粧
銅
告
之
柿
色
に
て
、
亦
々
砂
々

利
分
も
御
出
艇
を
狐
に
壮
、
年
々
龍
雄
巾
候
所
に
、
今
肢
は
存
一
命
も
制
御
陸
、
赴
ま
て
和
地
巾
依
ん
刷
物
も
山
川
町
出
り
吋
巾
出
口
被
仰
什
粧
仰
は
、
何
総
只

枝
川

4

山
'tc
存
酔
巾
般
向
帆
之
買
物
と
て
も
、
日
披
巾
儲
も
制
成
不
中
、
彼
日
叫
に
付
行
川
町
帥
御
供

T
政
之
仕
合
に
御
山
田
供
一
古
今

Z
見
え
、
五
十
一
人
の
般
一
明
漣
署
に
て
、
向
後
は
知
何
様
ご
も
御
上
意
に
違
背
し
な
い
炉
ら
、
今
年
に
け
は
叫
旧
渡

り
荷
物
の
商
廷
を
赦
見
せ
ら
れ
た
し
さ
歎
訴
し
て
居
る
。
彼
等
は
二
度
も
歎
訴
し
た
が
二
度
共
に
駒
山
許
苫
れ
守
、

三
度
目
の
訴
放
に
、
十
四
年
以
前
一
礼
文
十
二
年
の
「
前
一
向
御
仕
位
体

Lω
時
に
は
、
前
年
よ
b
其
の
こ
子
佐
藤
告
さ

れ
し
故
、
其
的
覚
悟
に
て
渡
航
し
、
持
渡
り
荷
物
で
は
少
々
損
失
し
た
る
も
・

日
本
よ
h
買
附
h
ω
荷
物
仁
て
少

々
の
利
を
待
・
排
波
り
荷
物
の
損
失
を
補
ひ
、
同
年
ま
で
他
山
制
し
た
る
に
、
「
不
存
寄
」
A
1
皮
の
御
上
意
に
て
、
従

j市

積

貞
享
以
後
白
長
崎
の
支
那
珂
晶
に
就

r
て

第
二
十
七
番

、ヒ
E

F

一
丑

第
五
腕

五
九



論

議

貞
享
以
後
山
長
崎
山
口
支
那
河
闘
却
に
就
い
て

第
一
一
十
七
各

六
七
六
一

第
五
騨

，、。

前
荷
物
資
銀
中
よ
り
挑
ひ
た
る
荷
移
の
時
の
宿
町
取
接
り
日
用
等
其
の
他

ω入
費
銀
も
梯
ふ
べ
き
手
段
な
〈
‘
帥
対

舶
が
入
沖
官
時
よ
hJ
長
崎
及
び
上
方
商
人
に
挑
ひ
取
寄
せ
置
き
た
る
例
年
の
買
波
b
ロ
m
た
る
剣
道
具
.
碍
給
道

具
、
伊
南
里
焼
茶
碗
皿
等
を
引
取
る
こ
己
も
出
来
十
、
引
取
ら
な
け
れ
ば
日
本
内
地
仁
て
は
真
れ
ゲ
る
共
闘
向
の

口
同
な
れ
ば
誠
ひ
ら
れ
た
議
前
人
b
大
分

ω損
失
を
受
く
べ
し
な
ど
、
述
ぺ
て
、
な
は
磁
波
-
り
荷
物
的
商
貞
を
懇
凶

L
t
居
る
。
玉
十
二
寄
附
よ
ち
一
主
十
九
番
川
町
ま
で
ゆ
八
般
は
も
己
よ
ち
荷
役
を
許
苫
れ
宇
、
畑
山
修
川
町
脂
質

ω山町別

な
〈
、
唐
辺
一
割
に
依
っ
て
荷
役
山
恩
品
川
を
歎
願
し
て
居
る
。
貞
享
二
年
の
貿
劫
額
限
定
が
支
那
舶
に
榔
到
し
て
も
柏
崎

告
な
く
し
て
俊
布
苫
れ
た
こ
ご
が
分
か
る
。

然
し
か
う
一
4

ふ
い
〈
た
び
の
歎
願
も
拙
許
苫
れ
な
か
っ
た
こ
ご
は
、
貞
享
三
年
各
地
の
支
那
航
削
等
三
十
九
人

の
建
暑
の
訴
放
に
、

平
成
に
去
年
前
一

u山
部
品
御
新
令
配
本
袋
、
何
れ
も
の
占
と
も
御
制
作
計
之
分
尚
一
凶
行
問
符
は
、
川
削
〈
J
4
問
中
之
雑
川
叫
程
の
俗
に
仰
山
候
、
相
旋

巾
候
荷
物
は
、
御
お
之
甜
リ
正
統
帥
叫
り
山
叩
候
云
々

ご
言
っ
て
ゐ
る

ω
で
分
か
る

U

支
那
航
一
肌
等
は
そ
れ
に
も
拘
は
ら
宇
、
貞
享
三
年
に
、
彼
等
所
持
の
荷
物
は
皆
目

本
向
に
て
、

日
本
以
外
別
に
寅
蜘
ふ
べ
き
所
な
け
れ
日
ば
、
是
非
な
(
重
ね
て
渡
航
し
た
の
で
あ
る
ご
一
一
首
つ

τ、
御

定
高
の
銀
高
り
外
如
何
桂
に
て
も
日
本
出
産
の
荷
物
に
荷
物
替
を
赦
兎
色
れ
た

L
Z
訴
へ
て
居
品
。
支
那
が
貞
一
早

二
年
の
貿
易
額
限
定
に
依
つ
て
受
り
た
訂
撃
の
如
何
に
深
刻
で
あ
っ
た
か
を
知
る
}
』
ご
が
出
来
品
。



ザ

町
ナ
ホ
ッ
ド
は
フ
ァ
ン
・
ダ
ム
記
録
に
様
h
J
、
才
-
ア
ン
ダ
は
西
暦
一
六
入
五
年
川
山
積
誠
貨
物
を
思
ひ
き
り
裁
減
し
‘

百
高
グ
U
F
J
ア
ン
に
も
な
ら
な
い
粍
Z
な
し
た
の
に
、
猶
は
六
十
一
諮
問
千
グ
F
J
7
y
ω

貨
物
を
翌
年
に
廻
は
さ
な

り
れ
ば
な
ら
な
か
っ
セ
の
で
、
純
盆
は
僅
か
に
三
十
三
高
九
千
八
百
二
十
人
グ
戸
デ
ン

L
か
な
か
っ
た
が
、
支
那

人
は
此
の
貿
易
限
定
仁
依
っ
て
、

オ
ラ
V

ダ
人
よ
h
ノ
一
府
不
利
盆
を
蒙
ょ
っ
た
、
西
暦
一
六
八
五
年
に
五
十
七
般

の
支
那
ジ
ャ
ン

F
舶
が
七
両
首
向
F
L
F
Jプ
Y

(

ニ
副
賞
}
か
ら
の
貨
物
を
積
載
し
て
長
附
仁
入
叫
し
に
時
、
僅
か
じ
二

百
十
両
グ
u
y
J
7
y
(
六
千
賀
)
ω

貨
物
hr
寅
る

e

いごす
M
G

許
苫
れ
た
に
け
で
、

士
、
〉

l
E二
山
町
沌

)

F
ヤ

j
J
u
b
y
一

-
a
m
b
s
J

ン
ク
舶
は
荷
役
も

出
来
す
し
て
蹄
帆
し
な
り
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
ど
述
べ
て
居
る
。

、ソ

J

J

L

U

)

己
-
1
4
・・
4E!と
ま
よ
、

J
1
2一一疋

7
4“
!
l
r
u
t
u
言
司

t
E
Fョ

t
7
l

£

崎
記
事
、
長
崎
志
に
依
っ
て
も
、
此
の
年
に
は
七
十
三
般
外
に
杭
艮
船
十
二
般
は
長
崎
に
来
て
居
る
。
七
十
三
般

で
六
千
貰

ω貨
物
を
版
賞
す
る
こ
ご
を
前
さ
れ
た
わ
け
で
な
い
か
。
然
L
そ
れ
は
ど
も
か
〈
支
那
人
が
此
の
貿
易

限
定
に
依
っ
て
不
利
益
を
毅
ぶ
っ
た
守
二
」
は
明
か
で
あ
る
。

私
は
貞
享
二
年
貿
易
限
定
額
山
突
然
激
告
な
く
後
布
さ
れ
し
司
』
正
に
就
い
て
、
幕
府
が
市
法
貨
物
両
氏
訟
を
厳

止
し
た
結
果
、
相
謝
市
問
責
に
依
つ

t
支
那
入
、

オ
フ

y
ダ
人
の
利
径
は
多
〈
な
れ
ば
、
彼
等
は
北

(ω
利
盆
e
y
食
ぼ

h
J
無
制
限
に
多
〈
の
貨
物
を
輸
入

L
、
金
(
1
ラ
y

グ
)
、
銀
(
支
那
)
‘
銅
等
的
濫
山
は
盆
=
多
く
な
る
こ
ど
に
気

ナ
中
川
ツ
ド
は
貿
易
限
定
額
畿
布

ω原
闘
を
推
測
し
・
日
本
仁
於
t
h部
議
臓

づ
い
た
た
め
で
は
な
い
か
さ
考
へ
る
o

で
な
い
金
及
び
銅
の
外
閥
抗
出
を
漸
次
に
制
限
せ
ん
ご
す
る
聴
切
な
る
努
力
、
嘗
附
日
本
山
北
部
地
方
に
於
て
飢

論

第
=
十
七
各

第
五
鵬

議

貞
草
叫
後
由
長
崎
戸
支
那
貿
易
に
就
い
て

式
七
七

口skarJ、J~chod ， lbid. S. 297-Manusl.::ript van J)am. S. 375. 

05ker Nachod. Iilid. 55. 390. 397. 史平雑誌昭和ニヤl---H~)t、寛永氏辛
nH'¥t心KI!J!j自主主:見易
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I面

貞
半
以
後
の
長
崎
白
支
那
珂
易
に
就
い
て

第
五
枕

第
二
十
七
巻

議

六
じ
λ

に
隆
盛
に
赴
き
か
け
た
製
品
川
工
業
に
謝
す
る
保
護
枕
主
義
の
立
法
は
‘

要
す
る
に
併
に
西
暦
一
六
七
二
年
市
法
貨

物
商
員
法
に
依
h
入
込
み
に
る
外
交
政
策

ω道
に
向
っ
て
盆
I
大
き
な
而
か
も
貨
に
整
然
た
る
歩
試
を
進
む
る
も

の
に
外
な
ら
な
い
v
t
述
べ
て
居
る
が
、
私
は
恐
ら
〈
古
う
で
は
な
〈
、

そ
れ
は
市
法
貨
物
前
七
民
法
ぞ
肢
止
し
な
り

れ
ば
必
要
が
な
か
っ
た
も
の
で
、
市
法
貨
物
市
阿
武
泌
を
廃
止
し
た
結
果
、
生
紙
に
就
い

τは
、
外
同
生
紙
を
下
直

に
貿
悩
h
u

る
矯
め
ω
抑
制
符
法
令
一
放
出
世
す
る
必
要
を
戚
じ
た
如
〈
、

材
料
制
円
相
法
だ
け
で
以
金
銀
側

ω
脱
出
を
防
「
じ

十
分
で
な
い
正
一
五
ふ
考
へ
か
ら
、
急
仁
貿
易
制
限
定
の
政
策
含
取
っ
た
も
の
で
な
い
か
ど
考
へ
る
の
で
あ
る
の

占，、

蛍
時
日
本
に
於
て
猶
ほ
外
凶
総
の
必
要
が
ゐ
っ
た
こ
ご
は
、
市
法
貨
物
商
交
法
的
嘗
附
に
ゐ
っ
て
も
、
併
に
長
崎

に
於
て
外
国
紙

ω一
苅
肢
は
を
如
何
に
下
車
仁
只
留
め
て
も
、
上
方
江
戸
等
に
於
て
は
容
易
に
下
直
に
な
ら
な
か
ワ

た
の
で
、
特
年
千
賀
円
分
の
統
合
長
崎
に
向
闘
い
山
し
て
、
卜
一
方
の
品
仲
間
闘
す
同
庇
仁
な
ち
し
跡
不
叫
に
武
山
L
τ
相
場

ω

》広

低
落
を
計
っ
た
ご
一
五
ム
こ
ご
で
も
想
像
さ
れ
る
。
長
崎
根
元
記
に
、

市
砧
十
二
年
之
刷
、
自
品
説
舟
組
前
千
珂
目
分
仙
人
阿
山
岡
陀
よ
り
、
五
ケ
所
入
札
の
ほ
民
に
て
削

H
t
に
い
た
し
供
、
此
段
は
具
闘
諸
色
市
法
に
い

か
は
『
下
出
に
被
致
艇
で
も
、
上
方
江
戸
に
て
ん
此
民
自
の
位
に
不
下
山
に
付
、
千
日
円
分
之
永
MM
年
長
叫
に
紘
拍
抗
、
上
方
糸
削
↑
川
直
に
成
航
飾

品

主
拠
品
川
剛
被
白
山
ν
之
、
人
札
に
て
拙
ν
位
レ
捕
鯨
へ
ば
、
共
以
上
方
へ
机
附
‘
判
場
仰
に
下
ん
此
に
成
似
位
、
内
人
〆
貰
〆
民
緋
ν
成
、
泊
分
引
分
。
耐
民

に
て
は
高
直
に
不
=
組
成
一
之
積
也
、
依
レ
之
治
之
辿
有
ν
之
紋
毎
年
千
孔
目
に
柑
ν
致

年
々
糸
自
に
山
惜
し
組
市
南
下
有
ν
之
て
、
此
糸
代
飢
は
出

島
問
金
な

E
に
て
被
ν
品
ν
民
、
制
鋲
は
町
中
山
成
轄
に
も
成
る

海表殻iL'本長l時根元抱六、 七、 ilii"よ之内糸髄H上位事27) 



ピ
見
え
て
居
る

Q

m
 

ン
ス

-
7
P
4
Y
ヒ
に
、

オ
ラ
ン
ダ
貿
易
に
閲
し
て
、
西
暦
一
六
人
九
年
(
元
誠
二
年
)
持
渡
り
高
の
三
分
の

、
足

ニ
は
綱
敷
ロ
聞
及
び
斤
目
品
を
以

τ
L、
残
酷
帥
の
三
分
の
一
は
生
紙
を
以

τ
し
な
り
れ
ば
な
ら
凶
ご
の
協
定
が
成
b

し
こ
ご
を
述
べ
、
生
線
の
直
段
は
支
那
人
の
競
守
に
依
っ
て
往
々
損
失
を
招
か

F
る
べ
か
ら

g
h
L程
に
回
世
迫
き

L
Z
r
、

t
f、か

日
本
内
地
製
出
の
生
紙
は
.
か
の
昔
は
此
の
生
総
同
様
外
岡
よ
り
輸
入
古
れ
、
今
や
日
本
内
地
に
於

τ

製
山
さ
る
る
こ
ご
ざ
な
っ
た
ご
〕
ろ
の
品
綿
織
物
の
原
料
仁
は
、
矢
朕
hJ
通
せ
守
、
毛
れ
に
は
外
国
生
紙
は
狛
β
必
要

で
あ
っ
た
の
で
、

円
本
人
は
こ
れ
を
総
入
す
る
こ

t
に
関
心
を
有
し
て
居
た
ご
見
え
て
居
る
。
私
は
日
本
の
文
献

に
於

τ蛍
時
外
国
生
紙
の
質
際
に
必
要
で
あ
っ
た
具
健
的
謹
践
を
見
出
す
'
』
ご
が
山
来
な
い
の
を
遺
憾
ご
す
る

Q

ナ
ホ
ツ
却
ド
も
西
財
一
六
八
五
年
オ
ラ
V

ダ
の
貿
易
額
が
制
限
さ
れ
し
こ

Z
を
述
べ
、
従
前
メ

y
カ
ド

1
ご
結
合

L
て
居
た
「
線
内
庭
段
定
め
ら
れ
古
る
以
前
仰
の
貨
物
は
寅
ら
れ
て
は
な
ら
凶
」
正
云
ふ
煩
は
し
き
規
定
は
嘗
初
は

適
用
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
然
し
後
に
は
多
分
泡
用
き
れ
た
ら
し
い
、
此
の
不
利
益
な
事
情
の
下
に
期
待
せ
ら
る
吋

き
日
本
に
取
っ
て
最
も
重
要
で
あ
っ
た
生
紙
の
聡
入
額
の
激
減
を
防
「
潟
め
、
間
も
な
〈
少
な
〈
も
版
質
貨
物
り

三
分
の
一
は
生
紛
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
吉
云
ム
規
定
が
畿
せ
ら
る
、
に
至
っ
た
芭
述
べ
て
居
る
。

-1:: 

オ
ラ
ン
ダ
持
渡
h
貨
物
の
三
分
の
一
は
生
総
で
な
け
れ
ば
な
ら
泊
芭
の
規
定
は
、

ミ
品
ン

A
-
一プ町
F
4
w
b
E

の
言

前

第
二
十
七
巻

ム
ハ
七
丸

瀧

貞
草
川
後
白
長
崎
の
支
那
貿
易
に
就
い
て

第
五
脱

~. ，、

Oscar MünsterbE~rg， Ibid. S. 106. 
Oskar Nachod， Ibid. S. 390' 
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論

叢

大

λ
o

第
五
抗

っ
て
居
る
如
〈
.
恐
ら
〈
西
暦
一
六
人
九
年
却
も
元
禄
二
年
の
規
定
で
あ
ら
う
o

長
崎
恥
一
克
記
仁
、

第
二
+
七
巻

貞
享
以
後
の
長
崎
四
支
那
貿
易
に
就
い
て

~ ，、
回

制
符
制
三
十
年
之
偽
中
組
之
島
、
貞
享
=
丑
年
同
時
闘
向
嵐
耕
一
一
品
自
民
政
嗣
極
有
之

ι付
て
、
制
符
之
俄
古
車
に
被
袖
、
白
糸
之
分
京
、
明
、
江
戸
、

大
阪
、
長
崎
に
被
仰
叫
候
、
然
島
長
崎
よ
り
阿
山
陀
持
桃
山
武
糸
、
長
崎
中
へ
割
符
可
被
仰
付
山
闘
中
上
る
、
比
段
長
崎
に
不
相
川
悦
て
、
五
ケ
所

に
被
仰
刊
山
に
て
、
白
最
古
糸
下
糸
共
に
制
符
に
成
、
阿
耐
陀
J
H
は
船
出
三
由
一
糸
制
符
と
被
仰
付
候

E
見
え
も
通
航
一
覧
引
刷
乱
集
記
に
も
同
線
の
起
事
が
見
え
、
貞
享
二
年
か
ら
オ
ラ
V
H
F
持
波
hJ
貨
物
三
分
的
一

は
級
制
符
法
を
適
用
さ
る
べ
き
生
紙
で
な
り
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
ご
に
な
っ
た
様
に
も
恩
は
れ
る
が
、
「
制
符
仰
付
」
け

ら
れ
た
る
は
い
塁
手
二
年
で
あ
る
こ
芭
は
明
か
で
も
・
「
三
分
の
一
一
統
制
符
仰
付
」
り
ら
た
る
は
貞
享
二
年
で
あ
る
こ

ぜ
は
明
か
で
な
い
。

ミ二
V
1
7
M
F
4
Y

ヒ
に
西
暦
一
六
人
九
年
吉
明
言
し
て
あ
る
以
上
、

き
う
で
な
い
ご
は
一
一
員
一

へ
な
い
。
生
訴
は
支
那
産
の
み
な
ら
す
、
米
京
産
、

ペ
ン
ガ
U
F

産
ま
で
も
割
符
に
な
っ
た
の
で
、

オ一プ
V

ダ
人
は

儲
か
ら
心
か
ら
少
な
〈
持
波
つ
h

い
た
め
、
絡
に
か
う
一
T
A

ふ
規
定
が
後
せ
ら
る
、
こ
己
、
な
っ
た
の
で
な
い
か
o
H抑

制
符
法
ご
岡
崎
に
そ
れ
が
後
せ
ら
れ
た
ご
す
れ
ば
、
像
、
り
に
用
意
周
到
で
あ
る
。
ナ

h
y
ド
に
西
暦
二
ハ
八
九
年

オ
ラ
ン
ダ
人
が
生
訴
は
か
う
下
直
で
は
到
底
や
っ
て
行
け
な
い

Z
愁
訴
し
た
時
、

そ
の
直
段
で
生
絡
を
資
波
す
・
』

εが
出
来
な
け
れ
ば
、
限
定
さ
れ
た
貿
易
制
酬
の
三
分

ω
一
は
生
紙
で
な
け
れ
ば
な
ら
同
炉
ら
、
一
一
一
分
の
二
に
け
持

渡
る
べ
き
で
め
る
ピ

τ.
感
か
れ
な
か
っ
た
こ
ご
が
述
べ

τあ
る
。

オ
-
y
y
ダ
人

ω持
波
hJ
貨
物
の
三
分
の
一
は
生
紙
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
支
那
人
の
持
渡
り
貨
物
に

同上長崎担元IT[!三、問、二度割):(御故発之<r4~

由航一斑を百五十三、同一1，
Oskar Nachod， Ibid， ss. 397. 398. 
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就
い
て
は
、

き
う
一
再
ふ
一
定
し
た
規
定
は
な
か
っ
た
。

底
辺
事
曾
所
目
録
仁
、
一
克
勝
二
年
四
月
唐
人
屋
敷
に
立

τら
れ
た
る
制
札
中
に
「
鴬
春
般
戒
拾
般
h
千
四
百
貫

の
録
高
を
以
て
書
付
之
泌
割
付
商
寅
可
申
付
候
但
総
代
銀
は
三
百
貨
限
之
相
残
高
に
て
端
物
薬
純
荒
物
可
両
氏

事
」
の
文
が
ゐ
っ
た
こ
正
が
見
え

τ居
る
。
元
職
五
年
四
月
の
制
札
に
操
る
ご
、
周
年
十
八
般
の
商
資
銀
高
千
四

一
白
民
日
中
、
総
代
銀
以
四
百
五
拾
賞
限
で
め
れ
ノ
、
生
H

酬
は
商
賀
高
三
分
り
一
で
ゐ
つ
穴
織
に
も
見
ゆ
る
が
、
同
年

ヒ
炉
心
制
札
に
抽
出
る
芝
、
同
年
三
十
三
般
の
友
般
商
琵
銭
高
成
千
武
百
武
中
総
代
鋭
は
四
百
五
拾
H
H
限
で
め

h
、
同
年
九
月
の
制
札
に
擦
る
正
、
同
年
或
扮
般
の
秋
般
商
資
銀
高
千
九
百
貨
H
中
、
総
代
銀
は
三
百
拾
七
貫
目

で
あ
っ
て
，
必
宇
し
も
さ
う
で
な
い
こ
ど
は
分
か
る
。
此
の
如
〈
一
定

ω規
定
は
な
〈
、
共
の
時
々
仁
定
め
ら
れ

た
の
で
あ
る
が
、
大
櫨
に
於
て
三
分
の
一
よ
り
は
遥
か
に
少
な
か
っ
た
。
何
故
に
幕
府
は
オ
フ
ン
ダ
の
持
波
b
生

制
脚
を
商
資
総
銀
高
の
三
分
の
一

E
規
定
し
、
支
那

ω持
波
bv
生
紙
に
就
い
て
は
、

古
う
云
ふ
規
定
を
定
め
な
か
っ

Z

3

0

 

サ
'
み
μケ

y
e
y
フ
Z

U

F

に
様
る
ご
、
常
時
日
本
に
於
け
る
支
那
総
の
相
場
は
趨
か
仁
d
y
Jガ
町
戸
線
、
束
京
総
よ
h
高
直
で

あ
っ
た
。
西
暦
一
六
九
二
年
印
も
元
職
五
年
の
京
都
の
相
場
は
百
斤
に
つ
き
支
那
の
最
上
総
(
の
ち
の
ωE)
六
貰
六

4
y
J刃
U
F

の
最
上
総
五
政
三
百
目
、
中
級
四
貫
六
十
匁
、
東
京

百
五
十
目
、
中
村
柿
(
国
立
岡
山
)
六
賞
三
百
人
ト
目
、

続
四
貫
四
百
目
で
あ
っ
た
o

ナ
ホ
~
ド
に
、
承
勝
一
冗
年
の
生
品
川
底
段
は
前
年
麗
安
四
年
の
生
紙
相
場
よ
h
百
斤
仁

論

ム
此
草
月
後
の
長
崎
の
支
那
立
晶
に
就
い
て

第
二
十
七
巻

ノ、
J、

議

部
主
観

J、
五

236; Oscar ]Hu nsterberg， IiJid， 

府掴事官f.!1i'目録券、党肱二年四月二日
同上元肱宜年四日二日
向上元肱五年七月十三日
同上元融五年 '1.J]十三日
Enge1bert Kaemp白r，Ibicl， vol. 11， P 
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百詣

議

六
六

貞
享
は
後
白
民
崎
白
支
那
珂
易
に
就
い
C

第
二
十
七
巻

六
入

第
五
都

付
一
貫
目
だ
け
下
直
に
、
卸
も
一
等
品
三
賞
五
百
目
、

一
一
等
口
問
三
賞
百
日
に
定
め
ら
れ
た
た
め
、
支
那
人
は
よ
ほ

ど
の
損
失
を
兎
れ
な
か
っ
た
こ
さ
を
記
し

τあ
る
。
盛
山
女
四
年
の
相
場
は
一
等
品
四
貰
五
百
目
、

二
等
日
間
四
賀
百

円
で
め
っ
た
ど
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
で
非
常
に
利
盆
が
め
っ
た
か
ら
顎
年
承
服
元
年
に
十
悶
町
内
斤
己
一
五
ふ

大
量

ω生
総
を
舶
執
し
に
の
で
あ
る
。
ぞ
れ
が
縁
側
符
で
も
、
一
克
続
五
年
に
は
一
等
品
六
時
六
百
五
十
目
、

f事

品
六
叶
民
三
百
人
十
日
正
な
っ
た
ご
す
れ
ば
・
支
那
総
は
支
那
人
に
取
っ
て
「
や
っ
て
行
げ
な
い
下
直
」
で
な
か
っ
た

の
み
か
、
非
常
に
利
盆
が
め
っ
た
こ
ご
は
明
か
で
、
そ
れ
で
こ
そ
ミ
ュ

Y
A
-
7
y
d
y
ヒ
は
西
暦
一
六
八
九
年
生

繰
り
直
段
は
支
那
人
の
競
等
に
依
っ
て
佐
々
領
夫
を
招
が
ざ
る
べ
か
ら

F
る
程
に
魅
迫
さ
れ
た
Z
言
っ
て
居
る
様

に
、
支
那
人
は
生
総
を
持
波
つ
柁
わ
け
で
な
い
か
。

私
は
こ
れ
は
幕
府
の
オ
ラ
ン
ダ
人
の
持
波
生
品
川
に
就
い
V

て
は
一
一
一
一
分
の
一
吉
一
言
ふ
規
定
を
設
り
、
支
那
人
の
持
波

生
紙
に
就
い
て
は
一
定
し
た
規
定
を
設
り
な
か
っ
た
理
由
で
な
い
か
ご
考
へ
る
。

オ
-
7
y
ダ
人
に
濁
し
て
三
分
の

一
ご
云
ふ
規
定
を
設
り
た
の
は
、

こ
れ
を
設
け
な
け
れ
ば
、
彼
等
は
生
紙
を
持
波
ら
な
い
良
れ
が
ゐ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
支
那
人
に
謝
し
て
は
さ
う
云
ふ
虞
れ
は
な
い
。
そ
れ
故
毎
年
共
の
時
々
に
於
て
内
地
市
場
に
於
け
る
需
要

の
紋
態
を
考
へ
、

オ-一フ
V

ダ
人

ω持
波
・
り
生
級
以
外
.
猶
は
供
給
を
必
要
正
す
る
分
量
を
掛
酌
し
て
指
定
し
た
も

の
で
な
い
か
。

1¥ 

55. 241， 242 
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ナ
ホ
y
凶
ド
は
生
総
に
劃
し
て
再
び
バ

y
カ
ド

1
商
責
法
は
耐
出
府
さ
れ
、
今
度
は
昔
の
様
に
支
那
統
だ
り
ご
一
耳
ふ

の
で
は
な
く
、
東
京
紙
、

4
y
ガ

W
H
脚
ま
で
も
加
へ
ら
る
、
こ
己
、
な
h
、
れ

h
J

カ
ド

1
下
に
置
か
れ
た
る
貨
物

は田制
h
五
ゲ
所
制
符
仲
間
に
の
み
麗
ら
れ
、
直
段
は
コ
ン
パ
ニ
ヤ
商
館
正
彼
等
ご
の
聞
に
協
定
吉
れ
、
若
し
彼
等

の
指
直
段
は
俳

h
下
直
で
到
底
折
λ

〔
?
で
」
ご
が
出
来
な
り
れ
ば
・

コ
ン
バ
ニ
ヤ
は
昔
の
様
に
バ
ン
カ
ド
!
の
時
に

酔
同

b
五
ケ
所
側
斜
仲
間
の
指
直
段
に
服
従
す
る
様
仁
強
制
せ
ら
る
、
こ
さ
は
な
く
、
生
紙
hr積
師
へ
る
こ
ど
が
出

来
る
二
ず
し
に
な
っ
た
、
然
し
そ
れ
は
質
際
に
は
徐
h
利
用
が
出
来
な
い
I

権
利
で
、

日
本
以
外
に
は
比
の
住
総
を
仕

向
〈
べ
き
顧
客
は
な
か
っ
た
E
述
べ
て
居
る
。
ヲ
ぞ
れ
は
恐
ら
〈
支
那
人
持
波
・
9
の
生
紙
に
就
い
て
も
同
様
で
あ
っ

た
で
め
ら
う
o

然
L
前
に
遁
べ
た
様
に
支
那
人
は
生
総
じ
於
て
は
損
失
ど
こ
ろ
か
非
常
じ
利
盆
を
得
仕
様
で
あ
る

か
ら
、
直
段
が
折
合
は
ぬ
た
め
積
蹄
へ
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
支
那
人
は
ρ

y
カ
ド
T
直
段
で
い
〈
ら
で
も
資
ら

ん
Z
す
れ
ば
・
』
そ
、

オ一
7

y
〆
人
は
そ
の
直
段
で
折
令
瓜
な
い
れ
ば
積
蹄
へ
る
こ
正
を
許
さ
れ
た
の
で
あ
ら
う
。

カ.

貞
享
二
年
の
紙
制
符
は
明
暦
一
五
年
初
期
の
総
割
符
が
鹿
止
さ
れ
た
嘗
時
の
例
に
依
b
、
堺
百
二
十
丸
、
京
百

丸
、
江
戸
百
九
・
大
阪
五
十
九
‘
長
崎
百
九
外
に
央
服
所
(
呉
服
師
六
人
)
六
十
丸
、
筑
前
博
多
十
二
九
字
、
銑
後

久
留
水
五
丸
、
肥
前
佐
賀
五
丸
、
調
馬
一
一
九
午
、
豊
前
小
倉
一
九
字
、
肥
前
一
中
戸
十
九
で
あ
っ
た
こ
Z
は
崎
陽
群

談
、
緑
樹
記
に
見
え

τ居
る
。

論

能

停
宜
蛾

六
七

貞
享
以
後
の
長
崎
山
支
那
貿
易
に
就
い
て

第
=
十
七
巷

大
入
三

Oskar Nachod， Ibid， S. 390. 
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論

議

第
二
i
E
セ
寄

，、
入

第
五
脱

員
事
以
後
白
長
崎
山
支
那
珂
晶
に
就
い
て

六
入
凹

崎
陽
群
談
に
は
「
右
之
内
五
グ
所
割
符
は
一
グ
年
に
持
波
h
候
線
総
数
何
程
有
之
候
て
も
組
員
数
に
構
な
(
右

の
倒
合
せ
に
て
相
彼
候
事
」
正
言
ひ
‘
付
制
乱
記
に
は
五
グ
所
割
前
材
は
「
大
明
よ
ち
来
り
候
紙
の
多
少
に
依
り
、
業
年

の
高
に
割
符
す
る
な

b
」

t
一百つ

τあ
る
。
こ
れ
は
五
ケ
所
制
符
訴
は
題
統
印
も
比
率
を
示
寸
も
の
で
、
現
総
で

な
い
こ
ぜ
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ら
う
。
呉
服
所
以
下
の
捌
ね
紙
は
現
総
で
あ
っ
た
こ
ご
は
一
吉
ふ
ま
で
も
な
い
。

一
苅
誠
十
年
・
統
制
泊
は
堺
百
九
、
京
百
丸
、
江
戸
百
九
・
大
阪
五
十
九
、
長
崎
百
五
十
九
ご
な
b
、
呉
服
所
は
千

九
、
諸
闘
は
煎
十
六
九
字
正
な
っ
た
こ
E
は
総
乱
記
に
見
え
、
そ
れ
に
は
、
猶
は

た
と
へ
ば
今
誌
は
百
丸
山
姐
に
て
、
最
古
に
多
〈
車
れ
ほ
、
三
百
丸
も
五
百
丸
も
取
持
し
に
、
九
ー
よ
り
は
百
九
と
あ
る
題
に
、
百
九
よ
n
リ
多
〈
は
抵

と
と
な
ら
ず
、
央
服
耐
千
九
不
足
あ
る
時
は
、
成
る
五
百
九
は
取
る
と
と
む
ら

f
と
也
、
由
市
千
五
百
丸
山
う
へ
に
あ
ま
れ
ば
長
崎
の
地
下
へ
配
分
と

ぞ
川
町
え
け
る
、
っ
き
て
棚
引
の
義
H
凹
ケ
前
よ
り
ま
さ
っ
て
は
づ
か
し

t
、
百
武
拾
丸
の
倒

E
百
丸
に
な
し
げ
る
ぞ
か
し

ぜ
述
べ
て
あ
h
、
央
服
所
は
千
九

ω民
取
維
を
得
、
五
ヶ
所
割
符
付
制
は
現
総
ご
し
て
、
呉
服
所
の
千
九
不
足
す
る

場
合
は
、
五
ケ
所
は
買
取
る
こ
ご
が
出
来
号
、
ご
、
な
っ
た
ご
云
ふ
の
で
あ
る
o

崎
同
肌
群
談
に
、

一
正
肱
十
年
新
央
服
師
l
六
人
古
車
央
服
削
六
人
共
に
獅
納
戸
処
御
用
、
央
服
州
市
式
糸
之
外
、
糸
丸
抱
一
タ
年
に
千
丸
づ

A
H取
ら
せ
可
申
旨
老
中

よ
り
榊
下
知
山
制
之
帳
菌
、
一
ヶ
年
白
糸
九
勘
右
白
糸
町
相
側
之
幌
に
付
川
政
中
上
、
誌
で
依
制
下
知
玉
ケ
所
副
符
糸
、
も
丸
蜘

ι
て
州
法
し
、
北
升
胸

々
の
割
符
刷
止
、
央
肌
刷
共
臼
千
賀
(
丸
ゆ
・
)
宛
必
制
岬
也
候
協
和
先
り
、
若
叫
回
り
糸
有
之
峠
符
は
、
長
崎
合
所

b
R入
、
此
山
叫
は
地
下
人
口
配
釘
候

告
に
候

Z
見
え
、
統
制
符
由
緒
蓄
に
一
苅
織
十
一
年
五
グ
所
総
題
が
改
め
ら
れ
、
五
グ
所
合
せ
て
五
百
九
(
内
唐
方
自
殺
武

綜首L百~<>1之、大阪町米行下知之'1''1'割符減少の事
i時陽 1;1:談第四、最制j守白 IJ:J~段々替候失!î;白事
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百
ゴ
一
十
丸
、
阿
蘭
陀
方
賞
品
肺
二
百
六
十
七
九
)
は
「
此
年
よ
り
現
総
被
仰
付
、
五
百
九
に
限
被
下
位
候
」
吉
見
え

τ

居
る
。
綱
吉
雑
草
の
時
代
呉
服
所
に
千
九
を
買
取
ら

L
む
る
縛
め
、
五
ケ
所
の
割
絞
総
は
現
総
芭
な
っ
た
が
、
家

完
勝
軍
の
時
由
民
永
六
年
御
納
戸
方
呉
服
師
え
相
波
し
た
る
千
九
の
総
宇
停
止
[
、
五
ゲ
所
制
符
品
川
を
復
奮
し
て
題

糸
正
な
し
た
こ
ど
は
、
矢
張
・
り
紘
乱
記
、
崎
陽
群
談
に
見
え
て
居
品
。
崎
陽
群
談
じ
は
賞
、
水
七
年
の
こ
ど
、
な
っ

て
居
b
、
「
総
之
儀
は
一
克
紘
年
中
に
相
極
候
通
h
相
渡
す
べ
き
旨
に
相
極
り
候
」
正
あ
る
が
、

W
H
氷
六
年
丑
五
月
二

十
日
附
の
文
書
に
操
っ
て
居
る
紙
乱
記
に
従
ふ
べ
き
で
ゐ
ら
う
。

貞
享
二
年
に
復
興
苫
れ
花
総
割
前
材
に
就
い
て
は
、
前
に
も
越
ぺ

L
如
〈
ナ
ホ
ッ
ド
は
従
前
バ
ン
カ
ド

1
ピ
結
合

し
て
居
た
「
紙
の
庇
段
定
め
ら
れ
苫
る
以
前
他

ω貨
物
は
寅
ら
れ
て
は
な
ら
凶
」
正
一
五
ふ
煩
は
し
き
規
定
は
嘗
初
は

適
用
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
後
に
は
多
分
適
用
苫
れ
た
ら
し
い
宣
言
っ
て
居
る
が
、
果
し
て
き
う
で
あ
ら
う
か
、

さ

う
ぜ
す
れ
ば
何
時
か
ら
麹
周
吉
れ
い
た
か
ご
一
式
ム
ニ
言
、
又
明
暦
元
年
以
前
の
初
期
の
“
抑
制
符
は
秋
舵
持
渡
h
品川に

て
直
段
を
定
的
、
翌
年
の
蒋
附
瓦
般
の
持
波
り
紙
は
此
の
ほ
段
に
て
買
収
品
二
吉
、
な
っ
て
居
た
の
で
あ
る
が
‘

今
度
は
ど
'
フ
で
あ
っ
た
か
ご
一
疋
ふ
こ
ど
は
こ
つ
の
重
大
な
問
題
で
あ
る
が
、
私
は
今
こ
れ
eT
徴
誼
す
べ
き
史
料
を

後
見
す
る
こ
ご
が
由
来
な
い
Y
-

』
正
を
悲
し
む
も
の
で
あ
る
。

歯

提

貞
享
叫
篠
田
長
時
四
支
那
貿
易
に
就
い
て

第
ニ
十
七
巻

山
内
入
五

第
五
枕

大

プL


